
 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 調査の概要 
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調査の概要 

 

１ 調査の目的 

  県民の健康状態、栄養摂取状況、生活習慣の状況及び健康に関する意識を明らかにすることにより

信州保健医療総合計画や長野県食育推進計画をはじめとする健康づくり施策の展開及び目標・指標の

進捗管理、評価を行うための基礎資料とし、もって県民の健康増進と生活習慣病予防の推進を図るも

のとする。 

 

２ 調査の対象 

  調査の対象は県内の世帯及び世帯員とし、令和４年10月１日現在で満１歳以上の者とした。 

調査客体は、令和４年国民生活基礎調査において県内で設定された単位区から、保健所管区を層と

した層化無作為抽出（クラスター抽出）した38単位区と、令和４年国民健康・栄養調査の対象として

抽出された４単位区を合わせた42単位区を対象とした。 

保健所管区 実施単位区数 該当市町村 

佐久 5 小諸市、佐久市、軽井沢町 

上田 4 上田市、東御市 

諏訪 4 諏訪市、下諏訪町、原村 

伊那 4 駒ケ根市、辰野町、南箕輪村 

飯田 3 飯田市 

木曽 1 木曽町 

松本 5 塩尻市、安曇野市 

大町 2 白馬村 

長野 4 須坂市、千曲市、小布施町 

北信 2 飯山市、山ノ内町 

長野市 5 長野市 

松本市 3 松本市 

 

３ 集計客体 

 無作為抽出した38単位区と令和４年国民健康・栄養調査対象地区４地区を併せた42地区内の939世

帯のうち、調査の協力が得られた世帯数は、599世帯、世帯員は1,427人である。 

調査項目 調査実施者数 

食物摂取状況   1,235人（うち２日間調査実施者数 188人） 

健康・食生活意識調査   1,263人 

BMI   1,085人 

歩数   1,011人（うち２日間調査実施者数 160人） 

調査客体の性年齢階級別の状況は集計客体数（第２章６頁）のとおり。 

※１つ以上の調査項目に協力が得られた世帯数、世帯員数 
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４ 調査の時期 

  調査の時期は、令和４年10月１日から12月28日の間の２日間を地区ごとに設定した。 

  なお、栄養摂取状況調査については、日曜日及び祝日を除き平日の２日間を設定した。 

 

５ 調査項目 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、身体状況調査は中止した。 

（１）世帯状況調査票及び栄養摂取状況調査（満１歳以上） 

ア １日間調査 

世帯の状況：氏名，性別，生年月日，妊産婦(週数)・授乳婦別，仕事の種類 

食事状況：家庭食・調理済み食・外食・給食・その他の区分 

食物摂取状況：料理名，食品名，使用量，廃棄量，世帯ごとの案分比率 

  イ ２日間調査 

    栄養素等摂取量の習慣的摂取量の分布推定を行うため、上記の食物摂取状況について、各単位 

区２世帯を対象として２日間の調査を実施した。２日目の調査は、１日目の調査から１日または

２日を空けた日（平日）に設定した。  

（２）健康・食生活意識調査（満15歳以上） 

自記式調査により食生活，身体活動・運動，休養（睡眠），飲酒，喫煙等に関する生活習慣全般を

把握した。 

（３）身長及び体重の状況（満15歳以上） 

 （２）健康・食生活意識調査の調査票に身長及び体重の項目を組込み把握した。 

（４）運動量調査（満20歳以上） 

ア １日間調査 

     調査期間中の日曜日及び祝日を除く１日の歩数 

  イ ２日間調査 

     習慣的な歩数の分布推定を行うため、各単位区２世帯を対象として２日間の歩数を調査。 

  ２日目の調査は、１日目の調査から１日または２日を空けた日（平日）に設定した。 

 

６ 調査員の構成 

調査員は、医師、管理栄養士、保健師及び事務担当者等をもって構成した。 

 

７ 調査票の様式 

（１）世帯状況調査票及び栄養摂取状況調査票（第２章８頁） 

（２）健康・食生活意識調査票（第２章９頁から12頁） 

 

８ 調査方法 

 身長及び体重を除く調査項目のうち国民健康・栄養調査と同じ項目については、国民健康・栄養調

査の手技に統一して下記のとおり実施した。 

（１）栄養摂取状況調査 
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調査日は、祝祭日、冠婚葬祭その他特別に食物摂取に変化のある日を避け、調査対象世帯におい   

  てなるべく通常の摂取状態にある日に設定し、調査開始前には被調査者に対して調査の趣旨を十分

に説明した。 

調査員が対象者に栄養摂取状況調査票を各世帯に配付して記入要領を十分に説明し、秤を用いて

秤量と記入を依頼した。使用量が少なく秤量困難な物等については目安量の記入を依頼した。 

また、調査員である管理栄養士等は、調査対象世帯を直接訪問して記入状況を点検するとともに 

不備な点の是正や記入の説明にあたった。 

 なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえ、感染対策を講じて調査説明や聞き

取り調査を実施した。感染状況に応じて、被調査者との対面時間を15分程度とする、郵送回収を行

う、電話等を用いた対面しない方法での聞き取りを行う、などの対策を取った。 

（２）健康・食生活意識調査（アンケート調査） 

留め置き法による質問紙調査とし、調査対象世帯の世帯員で満15歳以上の者を対象に健康・食生

活意識調査票を配付し記入を依頼した。 

（３）身長及び体重の状況 

  （２）健康・食生活意識調査の調査票に項目を組込み、記入を依頼した。 

（４）運動量調査 

歩数計を用いて１日の歩数を測定した。使用機器はアルネス200S，AS-200とした。歩数計は、朝 

起きたらすぐにベルトなどにクリップをしっかり装着し就寝前まで測定した。 

  

９ 本書利用上の留意点 

（１）栄養素等摂取量の算出 

・文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会「日本食品標準成分表2015年版（七訂）」、「日本

食品標準成分表2015年版（七訂）追補2016年」、「日本食品標準成分表2015年版（七訂）追補2017

年」、「日本食品標準成分表2015年版（七訂）追補2018年」（以下、「成分表2015」という。）を使用

した。食物繊維の摂取量について、追補2018年の「炭水化物成分表 別表１」に収載されている

食品は、AOAC2011.25法による値を用いて算出し、水溶性は高分子量水溶性の値のみを適用してい

る。 

・栄養素等摂取量は、調理後（ゆで，油いため等）の成分値が成分表2015に収載されている食品は

これを用い、その他の食品については、成分表2015に収載されている調理による「重量変化率」

を加味して算出した。 

  ・栄養素強化食品及び補助食品からの摂取についは集計値に含まない。 

（２）食品群分類 

食品群分類は、国民健康・栄養調査食品群別表（第２章13頁から18頁）と統一した。（平成19年度

調査から食品群分類を国民健康・栄養調査と統一の分類に変更している） 

   分類上の留意点は下記のとおり。 

・「ジャム」は『果実類』に分類。 

・「味噌」は『調味料・香辛料類』に分類。 

・「マヨネーズ」は『調味料・香辛料類』に分類。 

   ・食品の重量は、調理を加味した数量で算出。 
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   重量に関する留意点は以下のとおり。 

   ・食品の重量は調理を加味した数量となり、『米・加工品』の「米」は「めし」・「かゆ」など、『そ

の他の穀類・加工品』の「干しそば」は「ゆでそば」など、『藻類』の「乾燥わかめ」は「乾燥

わかめ・水戻し」など、『嗜好飲料類』の「茶葉」は「茶浸出液」などで算出。『野菜類』の「漬

物」はそのままの重量を用いた。 

   ・成分表2015の導入に伴い、令和元年度調査（国民健康・栄養調査では平成30年調査）より「だ

いこん」及び「しょうが」の「おろし・おろし汁」などはそのままの重量を用いている。 

   ・調理に用いた水分（液状だしを含む）は重量に含めなかった。 

（３）食事状況について 

   食事状況については、国民健康・栄養調査と統一して下記により集計した。 

  ア 家庭食：家庭で作った食事や弁当を食べた場合 

イ 調理済み食：すでに調理された惣菜などを買ってきたり、出前をとって家庭で食べた場合 

  ウ 外食：飲食店での食事及び家庭以外の場所で出前をとったり、市販のお弁当を買って食べる 

など家庭で調理せずに、食べる場所も家庭ではない場合。（食事内容は「イ.調理済み食」と同じ） 

  エ 保育所・幼稚園給食・学校給食（教職員は職場給食） 

オ 職場給食（社員食堂を含む） 

カ 菓子，果物，乳製品，嗜好飲料などの食品のみを食べた場合 

キ 錠剤などによる栄養素の補給、栄養ドリンク剤のみの場合 

ク 何も口にしなかった場合（水のみ飲んだ場合も含む） 

ケ 調査不能 

（４）職業の分類 

   国民健康・栄養調査の分類方法と統一して分類した。（第２章７頁参照） 

 

10 集計分析方法 

（１）栄養素等摂取量の算出 

栄養素等摂取量の算出には、国民健康・栄養調査方式業務支援システム「食事しらべ2022」（独立

行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所提供）を使用した。 

（２）記述統計 

     平均値、標準偏差、標準誤差、パーセンタイルの算出は、保健所別に抽出率の逆数で重み付け（保

健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するため）をして算出した。また、県全体の推定値を得るため

には、上記に加えて令和４年長野県の人口構成に合わせるための重み付けをして算出した。これら

の計算には、「地域健康・栄養調査集計用ソフトver.1.52」※１を使用した。 

〈県全体の推定値の計算方法〉 

県全体の推定値を得るためには、保健所別に抽出率の逆数で重み付けし、さらに令和４年の県 

の人口構成に調整した。すなわち、保健所 、年齢階級 の重み を、 

𝑊ℎ,𝑎 =
1

𝑃ℎ

×
𝑁𝑎

∑ (
1
𝑃𝑖
× 𝑛𝑖,𝑎)

12

𝑖=1

 

として集計をおこなった。 
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ここで、 hP は保健所 h での抽出率、すなわち、
の全人口保健所

の全標本数保健所

h

h
Ph =  であり、 

   aN は年齢階級 a の県人口、
ain ,
は保健所iでの年齢階級 a の標本数である。 

（３）栄養素等の習慣的摂取量の分布推定 

２日間調査の結果を用いた栄養素等の習慣的摂取量の分布推定には、「食事調査による習慣摂取  

量の分布推定プログラムver.1.2」※２を使用した。この際、年齢階級別の計算には18歳以上をプー

ルしたデータで計算した「べき数」と「個人内個人間分散比」を使用した。 

※１開発:国立保健医療科学院 横山徹爾 

https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/download/eiyocalc/index_j.html 

※２開発:国立保健医療科学院 横山徹爾 

    https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/download/habitdist/index_j.html 

 

（４）評価方法 

   結果の概要におけるコメントのうち、経年変化や全国との比較において「高い（低い、増加した、

減少した）」などについては、統計学的な検定（両側有意水準５％とした）に基づき記述した。 

 



令和４年度県民健康・栄養調査　集計客体数

総数 男性 女性 総数 男性 女性 総数 男性 女性 総数 男性 女性

1-6歳 50 26 24 5 3 2 ― ― ― ― ― ―

7-14歳 97 45 52 11 6 5 ― ― ― ― ― ―

15-19歳 62 28 34 6 3 3 ― ― ― ― ― ―

20-29歳 52 27 25 8 5 3 55 30 25 7 4 3

30-39歳 83 35 48 10 7 3 87 38 49 10 7 3

40-49歳 169 77 92 24 12 12 170 77 93 25 12 13

50-59歳 155 76 79 19 11 8 155 76 79 19 11 8

60-69歳 225 104 121 51 22 29 228 107 121 48 20 28

70歳以上 342 159 183 54 29 25 316 148 168 51 28 23

総数 1235 577 658 188 98 90 1011 476 535 160 82 78

(再掲)20歳以上 1026 478 548 166 86 80 1011 476 535 160 82 78

総数 男性 女性 総数 男性 女性

1-6歳 ― ― ― ― ― ―

7-14歳 ― ― ― ― ― ―

15-19歳 63 27 36 44 19 25

20-29歳 62 36 26 44 26 18

30-39歳 101 45 56 79 35 44

40-49歳 199 92 107 171 80 91

50-59歳 175 87 88 146 73 73

60-69歳 263 129 134 249 121 128

70歳以上 400 181 219 348 162 186

総数 1263 597 666 1081 516 565

(再掲)20歳以上 1200 570 630 1037 497 540

【身長・体重・BMIについて】
※国民健康・栄養調査対象者は、身体状況調査で得られた値を使用した（ただし15歳未満は集計対象外）。
※妊婦は除く
※身長・体重どちらかの回答がなかった者、わからないと回答した者は、集計対象外とした。

年齢階級

年齢階級
栄養摂取状況 歩数

２日間調査 ２日間調査

身長・体重・BMI食生活・健康意識調査

６



職業分類表

番号 職業分類項目

０１
専門的・技術的
職業従事者

０２
管理的職業
従事者

０３ 事務従事者

０４ 販売従事者

０５
サービス職業
従事者

０６ 保安職業従事者

０７ 農業作業者

０８ 林業作業者

０９ 漁業作業者

１０
運輸・機械運転
従事者

１１ 生産工程従事者

１２ 家事従事者

１３ その他

１４ 保育園児

１５ 幼稚園児

１６ その他の幼児

１７ 小学校低学年

１８ 小学校中学年

１９ 小学校高学年

２０ 中学生

２１ その他の学生

小学５、６年生

中学１～３年生

高校生、大学生、大学院生、各種専門学校生など

上記（０１～１１）の仕事をされていない方

幼稚園へ通うことを常態としている幼児

保育所や幼稚園に通っていない幼児

小学１、２年生

小学３、４年生

製造作業者［金属材料、化学製品、窯業製品、土石製品、食料品、飲料・たばこ、
衣服・繊維製品、木・竹・草・つる製品、パルプ・紙・紙製品、ゴム・プラスチック製
品、革・革製品、その他］、組立・修理作業者［一般機械器具、電気機械器具、輸
送機械、計量計測機器・光学器械器具］、金属加工作業者、金属溶接・溶断作業
者、紡績作業者、印刷・製本作業者、ボイラー工、建設機械運転作業者、電気作
業者、採掘作業者、とび職、鉄筋工、建設作業者、土木作業従事者、運搬労務作
業者、その他の労務作業者（清掃員など）

一般家庭の主婦等日常家事に従事することを常態としている人

無職（高齢・病気・障害などの理由による場合も含む）

保育所へ通うことを常態としている幼児

農耕、養畜、植木職、造園師など

育林、伐木・造材・集材、その他林業従事者

漁労作業、海藻・貝採取、漁労船の船長・航海士・機関長・機関士、水産養殖など

自動車運転者、鉄道・船舶・航空機運転従事者、その他の運輸従事者（車掌、鉄
道輸送関連業務従事者、甲板員、船舶機関員、検車係など）

一般事務従事者（総務事務員、受付・案内事務員、秘書など）、会社事務従事
者、外勤事務従事者（集金人など）、運輸・通信事務従事者、その他の事務従事
者（速記者、タイピスト、キーパンチャー、電子計算機オペレーターなど）

商品販売従事者（小売店主、飲食店主、販売店員、商品仕入・商品仕入外交員、
商品仲介人など）、販売類似職業従事者（不動産仲介人、保険外交員、質屋店
主・店員など）

家庭生活支援サービス職業従事者（家政婦（夫）、家事手伝い、訪問介護員（ホー
ムヘルパー）など）、生活衛生サービス職業従事者（理容師、美容師、クリーニング
職など）、飲食物調理従事者、接客・給仕職業従事者、居住施設・ビル等管理人、
その他のサービス職業従事者（旅行・観光案内人、物品一時預り人など）

自衛官、警察官、看守、消防員、警備員など

仕　　事　　の　　種　　類

所得（賃金・給料、営業利益など）を伴う仕事についている方（内職、アルバイト、パートを含む）

研究者、技術者、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、
臨床・衛生検査技師、歯科衛生士、栄養士、あんまマッサージ指圧師、はり師、
きゅう師、柔道整復師、社会福祉専門職業従事者（保育士など）、法務従事者（裁
判官、検察官、弁護士など）、公認会計士、税理士、教員、宗教家、著述者、記
者、編集者、美術家、写真家、デザイナー、画家、映像撮影者、音楽家、舞台芸
術家、その他の専門的・技術的職業従事者（個人教師、職業スポーツ従事者な
ど）

管理的公務員（議会議員、知事、市長など）、会社・団体等役員、会社・団体等管
理職員（工場長、支店長、駅長、会社課長など）、その他の管理的職業従事者
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